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総合的・計画的に環境施策を推進するために 

　地球温暖化は、異常気象の発生や感染症の拡大、食料生産量の低下など人類の生存基
盤を脅かす世界的な問題であり、低炭素社会の構築に向けてあらゆる主体が一体となっ
て取り組むことが重要となっています。 
　さて、大阪府では、みなさまと笑顔あふれる大阪づくりを進めるため、昨年１２月に大
阪の将来像を示す「将来ビジョン・大阪」を策定しました。その中で「環境」を主要な
柱と位置づけ、次代を担う環境・エネルギー産業が集積した大阪で、関西の各都市と連
携した環境の取組みがすすみ、海から山に至るみどりの回廊のある「水とみどり豊かな
新エネルギー都市」を掲げました。今後、太陽光発電の設置拡大や運動場の芝生化等に
よるみどりづくりなどの施策を積極的に展開していきたいと考えています。 

　この冊子を通して、大阪の環境の状況と府の施策について理解を深めていただき、私と一緒に「豊かな環
境都市・大阪」の構築に向けた取組みを進めていきましょう。 
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～循環型社会をめざした魅力ある環境都市づくり～ 

　大阪府では、豊かな環境の保全と創造に向けて、「環境基本条例」をはじめ各種の条例・規則などを制定し、
関係法令とあわせて適正に運用するとともに、「大阪２１世紀の環境総合計画」などに基づき、規制・指導や環境
影響評価、環境教育・環境学習などの各種の施策を総合的かつ計画的に推進しています。 

豊かな環境を保全・創造する条例の施行 

施策の計画的な推進 

ごあいさつ 
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○大阪府循環型社会形成推進条例 
　　循環型社会の形成に向けて、リサイクルや廃棄
物の減量化を推進し、不適正処理を根絶すること
により、大阪をきれいな環境都市にします。 

○大阪府生活環境の保全等に関する条例 
　　公害を防止し、府民の生活環境を守ります。 
○大阪府自然環境保全条例 
　　緑や野生生物を守り、育て、府民が自然の恵み
を受けられる環境を守ります。また、平成１８年４
月からは一定規模以上の敷地を有する建築物に対
する緑化促進制度を運用しています。 
○大阪府景観条例 
　　府民、事業者並びに市町村との協働による美し
い景観づくりを進めています。 
○大阪府環境影響評価条例 
　　規模が大きく、環境影響の程度が著しいものと
なるおそれがある事業について、事業者において、
適正な環境配慮がなされるようにします。 

○大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例 
　　地域の美観を損ね、府民の安全で快適な生活環
境の妨げになる放置自動車の撲滅を目指します。 
  

○大阪府温暖化の防止等に関する条例 
　　事業活動における温室効果ガス・人工排熱の排
出抑制や建築物の省エネルギー等の環境配慮など、
地球温暖化・ヒートアイランド対策を推進してい
ます。 
 
 
○大阪２１世紀の環境総合計画 
　　「循環」、「健康」、「共生・魅力」及び「参加」
の４つの基本方向によって施策を展開し、２１世紀
に残すことになった環境汚染など環境上の「負の
遺産」の解決とともに、循環型社会をめざした魅
力ある環境都市づくりを推進しています。 
○大阪府地球温暖化対策地域推進計画 
　　温室効果ガス排出量の削減目標達成に向け、省
エネルギー対策などを推進しています。 

○大阪府自動車ＮＯｘ・ＰＭ総量削減計画 
　　平成２２年度までに環境基準を達成するため、自
動車排出ガス対策を推進しています。 

○大阪府ヒートアイランド対策推進計画 
　　熱帯夜数の削減などの目標達成に向け、ヒート
アイランド対策を総合的、計画的に推進していま
す。 
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ごみを減らし資源を活かすために 
～廃棄物の減量化・リサイクルや適正処理など～ 

　これまでの大量生産・大量消費・大量廃棄型の経済社会から脱却し、生産・流通・消費・廃棄の各段階にお
いて廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用を進めることにより、持続的発展が可能な循環型社会を目指します。
また、廃棄物の適正な処理を促すことにより、府民の健康で文化的な生活を確保します。 

産業廃棄物 ごみ（一般廃棄物）  
 
　平成１７年度に府域から排出された産業廃棄物は、
１,７２８万トンとなっています。再生利用量は５４５万
トンであり、最終処分量は６７万トンとなっています。 
 

産業廃棄物の排出量と再生利用率の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　また、府内では、産業廃棄物の野外焼却・野積み・
不法投棄などの不適正処理が依然として多発してお
り、行政の監視が行き届かない夜間や早朝、休日、
また、極めて短期間に行われるなど、その手口が悪
質・巧妙化しています。 
 

産業廃棄物の不適正処理件数 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
　一般廃棄物の排出量は、ここ数年横ばいの傾向に
あり、平成１８年度の１人１日あたりの排出量は
１.３１ｋｇとなっています。また、リサイクル率も上
昇傾向にありますが、全国に比べると低い状況です。 
 

ごみの排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ごみのリサイクル率の推移 
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家庭でできる取り組み10項目 

廃棄物の減量化・リサイクルの推進 廃棄物の適正な処理の推進  
 
　循環型社会を形成するため、リサイクルや廃棄物
の発生抑制、適正処分のための基本的な方向を示し
た「大阪府廃棄物処理計画」（平成１９年３月改定）
に基づき、平成２２年度までに廃棄物の最終処分量を
概ね１/３（平成９年度比）にすることを目指しま
す。 
○ごみの減量化とリサイクルへのとりくみ 
　住民団体、事業者団体、市町村、大阪府などによ
り組織された「大阪府リサイクル社会推進会議」に
おいて、エコショップ制度の普及、ＮＯ !!包装キャ
ンペーンの実施、リサイクルフェアの開催など、ご
みの減量化・リサイクルに取り組んでいます。 
○リサイクル製品の普及促進 
　廃棄物（循環資源）のリサイクルを促進するため、
府内で製造されたリサイクル製品の認定を行ってい
ます。ペットボトルや古紙、コンクリートがれきな
どをリサイクルした多くの製品を認定しています。
大阪府では、環境にやさしいリサイクル製品の普及
促進のため、率先購入に取り組んでいます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○適正なリサイクルの推進 
　容器包装リサイクル法や自動車リサイクル法など
のリサイクル関連諸法による適正なリサイクルを推
進します。また、家電品のリサイクルについては、
再生資源業者を活用し、消費者の負担軽減を図る家
電リサイクル大阪方式を推進しています。 
○「大阪府エコタウンプラン」の推進 
　平成１７年７月に国から承認された「大阪府エコタ
ウンプラン」を推進するため、関係自治体とエコタ
ウン事業者による推進協議会において、国内外から
の各リサイクル施設への見学者の受入を促進すると
ともに、展示会への出展等を通じて、エコタウンに
関する情報の発信に努めています。 

 
 
○産業廃棄物の不適正処理の根絶 
　産業廃棄物の野積みや野外焼却などの不適正処理
の根絶を図るため、排出事業者や処理業者に対し、
産業廃棄物管理票（マニフェスト）の交付の徹底や
適正処理の指導を強化するとともに、土地所有者な
どへの土地の適正管理などの啓発・指導により不適
正処理の未然防止を図っています。 
　また、「大阪府循環型社会形成推進条例」（平成１５
年３月策定）に基づき、自ら排出した産業廃棄物の
保管の届出指導を行うとともに、立入検査により廃
棄物処理法に基づく保管基準の遵守、同条例に基づ
く帳簿の整備の指導などを行っています。 
　警察との連携や産業廃棄物を排出した事業者、土
地所有者などに協力を求めるなど、廃棄物処理法と
「大阪府循環型社会形成推進条例」を効果的に運用し、
不適正処理の迅速な問題解決を図っています。 
○放置自動車対策の推進 
　「大阪府放置自動車の適正な処理に関する条例」（平
成１６年３月制定）に基づき、府の管理地などに放置
された自動車の所有者究明を行い、判明した所有者
に自主撤去の指導を行うとともに、所有者不明の場
合には迅速・適正な処分を行うなど放置自動車の撲
滅に努めています。 
○ＰＣＢ廃棄物対策 
　ＰＣＢ廃棄物の適正な処理を推進するため、事業
者に適正保管・処理を指導するとともに、日本環境
安全事業株式会社によるＰＣＢ廃棄物の広域処理を
促進しています。また、中小企業のＰＣＢ処理を支
援するための基金に拠出しています。 

大阪府認定リサイクル製品 
　府内で発生した廃棄物（循 

環資源）を使用し、府内の

工場で製造した製品で、一

定の基準を満たしたものを

大阪府知事が認定します。 このマークが目印です。 

・本当に必要なものかよく考えてから購入しましょう。 
・「エコショップ」を利用したり、ごみ減量化・リサイ
クルに配慮した商品や再生資源を使用した商品を購

入しましょう。 

・買い物袋を持参し、包装紙や袋は辞退しましょう。 
・びん、缶、ペットボトル、牛乳パックやトレー、卵
パックなどは捨てずにリサイクルに協力しましょう。 

大阪府認定リサイクル製
品
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地球環境を守る地域社会に 
～地球温暖化やヒートアイランド対策など～ 

　現在、地球の温暖化、オゾン層の破壊、酸性雨など地球的規模の環境問題の進行とともに、ヒートアイラン
ド現象のような大都市・大阪特有の環境問題も顕在化しています。次代を担う子どもたちに豊かな環境を引き
継ぐために、わたしたち一人ひとりが身近な環境を守ることが地球環境の保全につながるということを認識し、
行動していくことが必要です。 

温室効果ガスの排出量 

地球温暖化対策の推進 

環境に配慮したエネルギー利用の促進 

 
 
　地球温暖化の原因となる温室効果ガス（二酸化炭
素、メタン、一酸化二窒素、代替フロンなど）の
２００６（平成１８）年度の府内における排出量は、１９９０
（平成２）年度から３.６％減少しています。また、
温室効果ガス排出量の９割以上を占める二酸化炭素
の排出量は５,３５６万トンで、１９９０（平成２）年度か
ら３.９％増加しています。大阪府では、２０１０（平成
２２）年度の温室効果ガス排出量を１９９０（平成２）
年度から９％削減することを目標に、省エネルギー
対策の推進や新エネルギー等の普及促進などの取組
みを進めています。 
 

大阪府内のニ酸化炭素排出量の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　「大阪府温暖化の防止等に関する条例」に基づき、
事業活動における温室効果ガスや人工排熱の計画的
な排出抑制対策を推進するとともに、建築物の省エ
ネルギー等の環境配慮を推進しています。 
　対策の一層の普及促進を図るため、同条例の規定
に基づき、温暖化防止等に関し他の模範となる特に
優れた取組みを行った事業者を「おおさかストップ
温暖化賞」として、環境配慮の模範となる建築物を
「大阪サステナブル建築賞」として表彰しています。 
　また、「大阪府庁エコアクションプラン－地球温
暖化対策大阪府庁実行計画－」（平成１７年９月策定）
に基づき、府の事務事業においても温室効果ガスの
排出抑制に努めています。 
　さらに、家庭や企業における省エネルギー行動を
促進するため、毎月１６日を「ストップ地球温暖化デー」
とするとともに、普及啓発の拠点となる「大阪府地

球温暖化防止活動推進センター」や地球温暖化防止
活動推進員と連携して、府民に対する環境情報の提
供や家庭・学校などでの啓発活動を実施しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　平成２０年２月１５日には、京都議定書発効３周年と
ストップ地球温暖化デー制定２周年を記念し、地球
温暖化対策の一層の普及促進を図るため、「「ストッ
プ地球温暖化」大阪シンポジウム」を開催しました。 
 
 
 
○エコ燃料実用化地域システム実証事業 
　自動車の二酸化炭素排出削減策として有効なバイ 
オエタノール３％混合ガソリン（Ｅ３）の普及拡大
を図るとともに、Ｅ３よりさらに大幅な二酸化炭素
削減効果の見込める高濃度エコ燃料（Ｅ１０等）への
導入に向けた実証事業を実施しています。 
　本事業で利用するバイオエタノールは、建設廃木
材等を原料にするもので、食糧問題とは無縁である
ことが大きな特長のひとつとなっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エコ燃料を給油する橋下知事 

家庭でできる取り組み10項目 家庭でできる取り組み10項目 
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ヒートアイランド対策 

○バイオマスの利活用の推進 
　生物由来の有機性資源であるバイオマスの利活用
は、地球温暖化対策として注目されています。平成
１６年３月に「森林バイオマス利用推進行動計画」を
策定し、公共事業での木材の利用促進をはじめ、木
質ペレット化によるエネルギー利用の推進を行うな
ど、森林から得られる間伐材などの利用を進めてい
ます。また、平成１８年度から農家をはじめとする府
民、企業等との協働により遊休農地等を活用した菜
の花の栽培からＢＤＦの製造・利用までの社会実験
を実施しています。平成２０年度は、路線バスへの利
用に向け、遊休農地等から出来た菜種油を生活協同
組合エスコープ大阪の組合員７００名余りのモニター
に食用利用してもらい、その利用後の油からＢＤＦ
を製造しました。 

※【BDF】Bio Diesel Fuel（バイオディーゼル燃料）の略

で、菜種油などを加工し軽油の代替燃料として利用するこ

とができます。BDFは、原料植物が光合成により既に二

酸化炭素を吸収しており、消費しても大気中の二酸化炭素

を増加させません。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

菜種の収穫の様子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

食用利用後の菜種油の回収 

 
○民間資金活用型ＥＳＣＯ（Ｅｎｅｒｇｙ Ｓｅｒｖｉｃｅ Ｃｏｍｐａｎｙ）
事業の推進 
　民間の資金・ノウハウを活用して、既存の庁舎・
病院などの省エネルギー化改修を図り、省エネによ
り削減された光熱水費の一部で改修費用を償還する
とともに、残余を府の経費削減効果とする事業であ
り、大阪府が全国自治体で初めて事業を開始しまし
た。 
　初期投資を行うことなく、省エネによる環境対策
や光熱水費削減が図れることに加え、ニュービジネ
スの育成にもつながります。 
　平成２０年度末時点で、母子保健総合医療センター
や女性総合センターなど２０施設でＥＳＣＯ契約してお

り、二酸化炭素削減量は約１万３千トン－ＣＯ２/年（計
画値）に達しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ＥＳＣＯ事業の経費と利益配分 

 
 
 
　オゾン層を破壊し、地球温暖化にも影響を及ぼす
フロンガスの排出を抑制するため、「フロン回収・
破壊法」や「自動車リサイクル法」に基づきフロン
類回収業者の登録を行うとともに、立入検査の実施
などにより、フロン類の回収を徹底しています。 
 
 
 
　冷暖房や自動車などの人工排熱の増加に加え、緑
地や水面の減少、道路舗装・建築物などによる蓄熱・
輻射熱の増加などにより、都市に熱がたまり、気温
が郊外に比べて高くなる、いわゆるヒートアイラン
ド現象（都市の高温化）が顕著になっています。こ
のような状況を踏まえ、平成１６年６月に、２０２５年
までに住宅地域の熱帯夜数を３割削減することなど
を目標とした「大阪府ヒートアイランド対策推進計
画」を策定し、建築物の敷地や屋上の緑化推進、校
庭の芝生化、高反射塗装、透水性舗装、下水高度処
理水や農業用水などを活用した打ち水、雨水利用の
促進、公園緑地の整備など、総合的かつ計画的に施
策を推進しています。 
　平成１９年度は、地域の熱環境の特性に応じて、最
も適した対策をとりまとめた「ヒートアイランド対
策ガイドライン」に沿った対策を促進するため、他
のモデルとなるような対策を行う事業に対して補助
を行いました。大阪市中心部のモデル街区（大阪駅
周辺・中之島・御堂筋周辺街区）においては、国の
補助事業を活用した民間事業者によるヒートアイラ
ンド対策の集中的な取組みを大阪市、地球温暖化防
止活動推進センターと連携して促進しました。 
　また、産学官民の連携組織である「大阪ヒートア
イランド対策技術コンソーシアム」においては、対
策技術の研究・普及などに取り組みました。 
　さらに、地元市、ＮＰＯ等と連携して、北大阪地
域や東大阪市の荒本などにおいて、下水高度処理水
や雨水を利用した打ち水の取組みなど、エコアクシ
ョンの実践を呼びかける啓発活動を実施しました。 

オゾン層保護対策の推進 

光
熱
水
費
支
出
 

光
熱
水
費
支
出
 

光
熱
水
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府のメリット 

府のメリット 
ESCO利益 

金利 

初期投資等 
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きれいな空気で、静かなまちに 
～大気環境の保全、騒音対策など～ 

　きれいな空気で、静かなまちを目指して、新たな手法も取り入れながら、環境保全の取り組みを進めていま
す。特に、私たちの生活に便利な自動車による大気汚染や騒音・振動が社会問題となっており、府民、事業者、
民間団体、行政がお互いに協力して、さまざまな対策を進めていくことが求められています。 

大気、騒音の状況  
 
○二酸化窒素（ＮＯ２） 
　二酸化窒素については、年平均濃度は緩やかな改
善傾向にあり、平成１９年度の環境基準の達成率は、
一般環境大気測定局で５年連続１００％、自動車排出
ガス測定局で９４.６％でした。 
 

二酸化窒素濃度（年平均値）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二酸化窒素の環境基準達成状況地図 

（平成１９年度） 

○浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 
　浮遊粒子状物質については、年平均濃度は緩やか
な改善の傾向にあり、平成１９年度の環境基準の達成
率は、一般環境大気測定局で９８.５%、自動車排出
ガス測定局で９７.１％でした。 
 

浮遊粒子状物質濃度（年平均値）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○騒音の状況 
　平成１９年度の環境基準の達成率は、一般地域では
７４.６％、道路に面する地域では８７.９％でした。 
 

騒音に係る環境基準達成状況（平成１９年度） 
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点があり
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を増加さ
 
大阪湾

自動車排出ガス対策 

騒音・振動対策 

 
 
　府域の自動車保有台数は約３７７万台と、横ばい傾
向にあります。なお、環境負荷の大きいディーゼル
車の割合は、平成８年度をピークに減少しています。 
　二酸化窒素及び浮遊粒子状物質の環境基準達成に
向けて、平成１５年７月に「大阪府自動車ＮＯｘ・ＰＭ
総量削減計画」を策定し、低公害車などの普及促進
やグリーン配送など、ディーゼル車を中心とした対
策を推進しています。また、生活環境の保全等に関
する条例により、車種規制が適用されていない対策
地域外からの流入車規制を、平成２１年１月から実施
しています。 
 

自動車保有台数とディーゼル車の割合の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〇流入車対策の推進 
　総量削減計画の目標である二酸化窒素及び浮遊粒
子状物質の環境基準の確実な達成を図るため、平成
２１年１月１日から、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法の排出基準
を満たさないトラック・バス等が府域の対策地域を
発着地とする運行を規制しています。 
 
 
 
 
 
 
 

適合車等標章（ステッカー） 

 
○低公害車などの普及促進 
　天然ガス自動車などの低公害車普及のため、府の
公用車への率先導入、大阪府の本庁駐車場における
低公害車の駐車料金割引制度などに取り組んでいま
す。 
　さらに、京阪神の７つの府県・政令市が共同で、
市販車の中でも窒素酸化物などの排出量が少ない車
を「ＬＥＶ―７」として指定し、普及促進を図って
います。 
 

○事業者に対する指導の強化 
　自動車ＮＯｘ・ＰＭ法に基づき、３０台以上の自動車
を使用する事業者から提出のあった自動車使用管理
実績報告書などにより、低公害車の導入や車両走行
量の削減の取組みを指導しています。 
○グリーン配送の推進 
　大阪府が購入する物品についてグリーン配送（物
品の配送にあたり環境負荷の少ない車を使用するこ
と）を導入するとともに、民間事業者へ普及拡大さ
せるため、「大阪グリーン配送推進運動」を進めて
います。 
 
 
 
 
 
 
 

大阪グリーン配送推進運動シンボルマーク 

 
 
 
○自動車騒音・振動対策 
　遮音壁や低騒音舗装の敷設などの道路構造対策や
最高速度規制などの交通流対策など、関係機関の連
携のもと実施しています。 
 
 

地球温暖化対策としても

期待される間伐材を有効

活用した「木製低層遮音

壁」 

 
 
○近隣騒音対策 
　深夜におけるカラオケ装置などの音響機器の使用
を原則として禁止しているほか、商業宣伝を目的と
した拡声機の使用について制限を設けています。ま
た、ピアノや自動車の空ぶかしなどの生活騒音の防
止のための啓発などに努めています。 

・通勤・通学には電車・バスを利用しましょう。 
　（毎月２０日は「ノーマイカーデー」です。） 

・より低公害な自動車に乗り換えましょう。 
・車の急発進・急加速や無用なアイドリングをやめる
など、エコドライブを心がけましょう。 

・夜間、早朝のテレビ、ステレオなどの音量はできる
だけ小さくしましょう。 

・ピアノなどの楽器の練習は窓を閉め、時間帯に気を
つけましょう。 

レ　ブ　　　セブン 
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きれいな水、潤いとやすらぎのある水辺に 
～水循環の再生、水環境の保全など～ 

　自然の大きな水循環は、水の汚れを浄化するとともに、豊かな水の流れを生み出します。水循環の再生や潤
いとやすらぎのある水辺環境を保全・創造するために、水質の改善はもとより、より一層の水源のかん養や水
の効率的な利活用などに取り組む必要があります。 

河川の環境 

海の環境 

水環境の保全  
 
　河川の汚れ具合を示すＢＯＤの値は、改善の傾向
がみられ、大和川では、天然アユの遡上や産卵を確
認したとの報告（国土交通省大和川河川事務所）も
されています。平成１９年度のＢＯＤの環境基準達成
率は７２.５％でした。 
 

府内主要河川のＢＯＤ（年平均値）の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　海（大阪湾）の汚れ具合を示すＣＯＤの値は長期
的には横ばいで、依然として、環境基準未達成の地
点があります。平成１９年度のＣＯＤ環境基準達成率
は４０.０％でした。汚濁の原因としては、河川などか
らの汚濁物質の流入に加えて、窒素・りんなどの栄
養塩の流入による植物プランクトンの増殖がＣＯＤ
を増加させることが考えられます。 
 
大阪湾のＣＯＤ（大阪府測定点・表層年平均値）の推移 

 
 
○生活排水対策 
　『洗剤 お風呂 洗い物 ちょっとの工夫できれいな
川に』台所、風呂、トイレなどから出る私たちの生
活排水が河川や海を汚す主な原因となっています。
このため、下水道の整備や合併処理浄化槽の設置促
進などを進めるとともに、平成１８年度から、２月を
生活排水対策推進月間と定め、各家庭での一人ひと
りの取り組みを呼びかけています。みなさんも家庭
でできるちょっとの工夫を始めませんか。 

⇒ｐ.９「私たち一人ひとりができること」参照。 
 

くらしの汚れはどれくらい？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：環境省「生活排水読本」
 

 
○下水道の整備 
　生活排水を適切に処理する主要な対策として、下
水道の整備を推進しています。平成１９年度末現在の
下水道普及率は府内全体で９２.７％となっています。 
○大阪湾の再生 
　「大阪湾再生推進会議」（国と関西１０府県市により
構成）において平成１６年３月に策定された「大阪湾
再生行動計画」に基づき、漁業者やＮＰＯ等と連携
して「魚庭（なにわ）の海」の回復に向けて「アマ
モの植栽や干潟の保全活動」等の取組みを実施して
います。 
　また、大阪湾の汚濁機構の解明や、多様な主体の
参画による環境モニタリングネットワークの構築の
ため、産官学民が連携して「大阪湾再生水質一斉調
査」を実施しています。 

汚れのもと 
（　）内の量を捨てたら 

使用済みの油（２０ｍｌ） 

中濃ソース（１５ｍｌ） 

みそ汁（１８０ｍｌ） 

牛乳（２００ｍｌ） 

２０杯分 

１.３杯分 

４.７杯分 

１１杯分 

魚がすめる水質（BOD：５㎎/Ｌ程度）
にするために必要な水の量は風呂
おけ何杯分（風呂おけ１杯300L） 
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公害の苦情やその解決のために 

水循環の再生 ○オアシス整備事業・いきいき水路整備事業 
　地域の貴重な環境資源であるため池を、水と緑に
包まれたオアシスとして総合的に整備するなど、地
域の快適な環境づくりを推進しています。 
　また、農業用水路の改修において、防災対策を実
施するとともに親水護岸や水生植物帯などを設け、
周辺小学校の環境学習の場としての活用など、地域
が一体となった水辺環境づくりを推進しました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

オアシス整備事業　狭山副池（大阪狭山市） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 小学生による活動の様子　長瀬川（八尾市）

 

 
 
○雨水利用の促進 
　雨水を活用したまちづくりを推進するため、「お
おさかレインボウぷろじぇくと！」を推進し、平成
１７年度から平成１９年度までモデル事業を実施して
きました。小学校などの府内１６ヶ所において、府民、
ＮＰＯなどと協働で雨水利用のモニター活動を実践
するほか、各地域で雨水利用の環境学習セミナーを
開催し、モニター結果などは、雨水利用の啓発資料
として、教材「雨みずについて学ぼう！」や事例集
「誰でもできる！楽しい雨水利用！」にとりまとめ、
広く配布を行いました。平成２０年度からはモデル事
業の成果を活用し、より広く府民へ実践していただ
けるように市民団体及び市町村等と連携を図り、イ
ベントや出前講座等を通じ、雨水利用の普及促進を
図っています。 
　これらの活動の中で得られた情報やノウハウは、
ホームページなどで広く情報発信し、雨水利用の普
及啓発を進めています。 
○寝屋川流域水循環系の再生 
　「寝屋川流域水循環系再生構想」（平成１５年６月策
定）を基に、寝屋川流域の水質・水量の回復を図る
ための短期的施策として、地域住民などとの連携に
より１０年間で流域全体でのＢＯＤ５ｍｇ/ｌを目標
とする「第二期水環境改善緊急行動計画」（清流ル
ネッサンスⅡ）を平成１６年５月に策定しました。 
　主な施策内容は、植生浄化、浄化浚渫、他河川か
らの導水、下水道の整備促進、高度処理の推進、合
流式下水道の改善、下水高度処理水の導水などです。 

○公害審査会 
　公害に関する紛争を迅速かつ適正に解決するため、
あっせん、調停、仲裁を行っています。  

公害の種類別苦情件数の推移 
（他機関からの移送分を含む） 

●公害防止に係る融資など 
　主に中小企業者が、公害防止対策（アスベスト対

策を含む）のために資金を必要とする場合に、中小

企業向けの制度融資をあっせんしています。 

　＜融資などのお問い合わせ＞ 
　　　　　　府庁代表106－6941－0351 
　■アスベスト対策に係る事業計画の確認 
　　（チャレンジ資金利用の場合） 
　　府環境管理室環境保全課（内線３８６２） 
　■チャレンジ資金（事業活性化等資金） 
　　府金融支援課（内線２６４４） 
　■小規模企業者等設備貸与制度 
　　（財）大阪産業振興機構　資金支援部設備資金課 
　1０６－６９４７－４３４５～６ 

・油は流さず使い切る工夫をしましょう。やむを得ず
捨てる場合には、古新聞などにしみこませて、燃え
るごみと一緒に捨てましょう。 

・食器や鍋の汚れは紙などで拭き取ったり、ヘラでか
き取ってから洗いましょう。 

・調理くずや食べ残しが流れてしまわないように水切
り袋などを使いましょう。 
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化学物質を適正に取り扱うために 
～自主管理の促進、汚染の調査・対策など～ 

　私たちのまわりでは、多くの化学物質が使用され、便利な生活を与えてくれる一方、取り扱い方をまちがえ
ると、環境中に大量に放出され、思わぬ環境汚染を引き起こす場合があります。こうしたことにならないよう、
排出規制や汚染の調査・対策を進めるとともに、事業者自らも化学物質を適正に管理することで排出を抑制し
ていくことが重要です。 

ダイオキシン類対策 

土壌汚染対策 

化学物質に係る自主的管理の改善の促進 

アスベスト対策 

 
 
　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、工場・
事業場の立入検査を実施して、ダイオキシン類の排
出量削減対策の徹底を指導するとともに、大気、水
質などの状況を調査しています。 
　平成１９年度における府内でのダイオキシン類の排
出量は１０.８ｇで、環境基準の達成率は大気、海域水
質・底質、地下水、土壌が１００％、河川水質が８９.３
％、河川底質が９４.７％でした。 
 
 
　土壌汚染による府民の健康影響の防止を図るため、
「土壌汚染対策法」と「大阪府生活環境の保全等に
関する条例」に基づき、土壌汚染に関する調査や対
策が適切に行われるよう土地所有者などに対する指
導を行っています。 
 
 
 
　ＰＲＴＲ法に基づき、平成１９年度に事業者から化学
物質の排出量などの１,９４７件の届出を受付け、主務
大臣へ送付した後、国において集計されたデータに
基づく府域の集計結果を公表しています。 
　平成１８年度における府内の化学物質の排出量は
２２,４４８トンで、全国の約４.０％を占めていました。 
　また、事業者に対して、化学物質の排出抑制の啓
発などを行っています。 
 
 
 
　中皮種や肺がんなどの原因と言われているアスベ
ストから府民の健康を守るため、「大阪府アスベス
ト対策推進本部」を設置し、全庁的に取り組んでい
ます。 
　アスベスト飛散防止については「大気汚染防止法」、
「生活環境の保全等に関する条例」に基づく建築物
解体現場などの立入検査や、府有施設における吹付
アスベストの除去などの対策を進めています。 

　また、府内における大気環境中のアスベスト濃度
の実態調査や、アスベストの健康影響などの調査を
実施するとともに、アスベスト対策のホームページ
やリーフレット配布を通じて、府民への情報提供を
行っています。 
 
 

大阪府内における環境への化学物質の排出量 

（平成１８年度分の集計結果） 

PRTR 
　PRTR（Pollutant Release and Transfer Register）
とは、有害性のある化学物質の環境中への排出量な
どを把握するしくみです。 
　事業者は自ら化学物質の管理を行うとともに、排
出量・移動量を把握して国に届け出ます。国は届出
データの集計・届出以外の排出量の推計を行い、公
表しています。 
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　また、
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　さらに
めなおし
を訪れる
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なみ百景
を通じ、

豊かな自然との共生や文化が実感できるまちに 
～都市と自然が共生する魅力ある地域づくりなど～ 

　自然や歴史・文化、景観は、地域の魅力を決めるバロメーターであり、府民、事業者、民間団体、行政とい
ったすべての主体の協働のもと、これらを守り、育て、活用して、都市と自然が共生した個性的で魅力あふれ
る地域の実現を目指します。 

種の多様性の保全 自然環境の保全と創出 

緑豊かなまちづくりの推進 

貴重な自然の保全 

森林環境の保全 

 
 
　府域には１万種を超える生物が生息・生育してい
ると予想され、中には、北摂山系に棲む特別天然記
念物のオオサンショウウオや淀川のわんどに棲む天
然記念物のイタセンパラなどもいます。種の多様性
の保全のため、イタセンパラなどの希少種の保護・
増殖技術の開発や淀川のわんどにおける密漁などに
対するパトロールなどの保護活動を行っています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

淀川のわんど 

○ビオトープの保全・創出 
　いきものが生息する空間（ビオトープ）を確保し、
創造するため、湿地の保全を進めるなどビオトープ
の保全・回復・創出や、ビオトープの基本的な考え
方、適用事例を紹介し、普及・啓発に努めています。 
 
 
 
　府域に残された貴重な自然環境を有する自然環境
保全地域やミドリシジミ類の蝶（通称ゼフィルス）、
ラン科植物などの貴重な動植物が生息・生育する緑
地環境保全地域について適正な保全・管理を図って
います。 
 
 
 
　地球温暖化防止や生物多様性確保など、森林の公
益的な役割に対する府民の期待が一層高まっている
ことから、治山事業や造林事業などの森林整備対策
を推進する一方、アドプトフォレストによる企業参
加の森づくりや、おおさか「山の日」を通じて府民
協働による森林整備を進めるなど、多様な主体の連
携・協働による森づくりを推進しています。 

 
 
○自然公園の整備・管理 
　明治の森箕面国定公園、金剛生駒紀泉国定公園な
どの自然公園における自然景観、生態系の保全や“自
然とのふれあいの場”の創出のため、自然公園施設
の整備・管理を行っています。 
○「共生の森」づくりの推進 
　府民やＮＰＯなど多様な主体との協働により、大
阪府堺臨海部の廃棄物最終処分場跡地（堺第７－３
区）での大規模な森林・ビオトープ空間などの自然環
境の創出再生を目指した「共生の森」の整備に向け、
ワークショップや森づくりの活動を進めています。 
 
 
 
　都市部において大面積を占める民間施設において
は、条例に基づく緑化の義務付けや、助成事業の実
施によりみどりづくりの促進に努めています。 
　府民生活を支える根幹的な施設である道路・河川・
下水道・都市公園・港湾などの都市施設においては、
各地域に根ざした特性を活かし、周辺地域の多様な
主体の参画を促しながら、府域における水と緑のネ
ットワークの形成を目指して、みどりづくりを推進
しています。また、良好な景観や住環境などを維持
している区域を「風致地区」として指定し、豊かな
都市環境の形成に努めています。 
○民間施設等のみどりづくり 
　緑化スペースの確保が困難な都市部の緑化の推進
を図るため、地域のモデルとなる公共性・公開性の
ある民間施設の接道部・屋上・壁面などの緑化や学
校の運動場を芝生化するなどの地域緑化活動に対し
て助成をおこなっています。また、地域の人々が協
働して行う緑化活動などへの緑化樹の配付や、学校
や道路等の緑化への活用を目的とした、小中学校で
の花苗育成活動の支援（みんなで育てる花いっぱい
プロジェクト）など多様な都市緑化の普及・啓発に
努めています。 
○都市公園の整備・管理 
　都市内の身近な緑地であり、自然の拠点である都
市公園の面積は、平成１８年度において、４,５１２ｈａで、
府民１人あたり５.１㎡となり、全国平均の９.３㎡を
下回っています。このため、環境学習や憩い、やす
らぎの場や、生きものとふれあえる場の創出のため、
都市公園の整備・管理を行っています。 
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農空間の保全と活用 
 
 

美しい景観づくりの推進 
歴史的文化的環境の形成 

人と野生鳥獣との共生 

標準的なアドプト・プログラムのしくみ 

○認定書の交付 
○清掃道具の貸出し 
○サインボードの設置 
○活動中の事故に対する保険加入 
○回収ゴミの処分など 

市町村 大阪府 

協定 

参加団体 

美化活動の実施 

 
 
　農空間の持つ防災、資源循環、環境保全などの公
益的機能を保全していくため、平成２０年４月施行の
「大阪府都市農業の推進及び農空間の保全と活用に
関する条例」に定める農空間保全地域制度に基づき、
府民運動による農空間の保全と活用に取り組んでい
ます。 
○農空間保全地域制度の推進 
　都市農業と農空間の公益的機能の発揮、府民の健
康的で快適な暮らしの実現、安全で活気と魅力に満
ちたまちづくりを目標に、多くの府民が公益的機能
を実感し、その恩恵を享受できるよう、遊休農地の
利用促進を図ります。このため、農道や用水路など
の整備により、耕作条件の改善を図るとともに、遊
休農地の貸し借りによる農地の利用促進など、農空
間の保全と活用を進めていきます。 
 
 
 
 
 
 
 

農業用水路の管理　長峰地区（堺市）
 

 
 
 
○美しい景観への関心づくり 
　府民の積極的な参加のもと、創意と工夫を活かし
た魅力あるまちづくりを進めるため、まちづくり功
労者の表彰などを実施しています。 
　また、個性あふれる美しい景観づくりを推進する
ため、「大阪都市景観建築賞（大阪まちなみ賞）」を設
け、景観上優れた建築物やまちなみを表彰しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「なんばパークス」 
（第２８回大阪都市景観建築賞 大阪府知事賞） 

 
　さらに、府内にある美しいまちなみを改めて見つ
めなおし、守り育てるため、また、国内外から大阪
を訪れる人々に感動を与えるような、景観上優れた
まちなみなどを広く知ってもらうため、「大阪まち
なみ百景」の選定を行い、ホームページやＰＲ冊子
を通じ、広く紹介しています。 

○景観づくり活動の展開 
　地域に愛され、大切にされる美しい道路づくり、
川づくり、海岸づくりを目指し、快適な道路や河川・
海岸環境を創出するため、大阪府では市町村と協力
して、地元自治会や企業などの団体が、自主的に行
なう清掃や緑化などのボランティア活動を支援する
『アドプト・プログラム』を実施しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
　人と野生の鳥獣が適切な関係を構築し共存できる
よう、「第１０次鳥獣保護事業計画」に基づき、鳥獣
保護区などの指定、傷病鳥獣の保護、狩猟の適正指
導及び有害鳥獣の捕獲などの野生鳥獣の適正な保護
管理に努めています。 
 
 
 
○歴史的文化的遺産の保存と活用 
　史跡・建造物・美術工芸品などの歴史的遺産を指
定し、整備、修理や防災事業に助成しています。ま
た、開発などにより埋蔵文化財が失われないよう調
整し、発掘調査などの措置を講じた上で資料の保存
と活用を図っています。 
○歴史的文化的遺産にふれる場と機会づくり 
　豊かな文化的環境の創造に資するため、弥生文化
博物館（和泉市）、近つ飛鳥博物館（河南町）、泉北
考古資料館（堺市）、日本民家集落博物館（豊中市）
で、様々な資料や情報を収集・展示し、講座、体験
学習などを多彩に行っています。また、近つ飛鳥風
土記の丘では、豊かな自然の中に残された多くの古
墳をご覧いただけます。また、狭山池博物館（大阪
狭山市）では、狭山池ダム建設工事に伴う調査で発
見された「１,４００年間の歴史を刻む堤体断面や東樋・
木製枠工」などの貴重な土木遺産を展示・紹介して
います。 

 

・一人一鉢、花や木を育てましょう。 
・野鳥のエサになる実のなる木を植えましょう。 
・自然の中で生きている虫や草花などは採らずに観察
するだけにしましょう。 

・山、川、海などにごみを捨てないようにしましょう。 
・ハイキングなどで持っていった物はすべて持ち帰り
ましょう。 

・家のまわりやまちに緑をふやしましょう。 
・地域の景観づくり、まちづくりに積極的に参加しま
しょう。 
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すべての主体が積極的に参加し行動する社会に 
～環境配慮のためのしくみづくり～ 

　循環型社会の構築には、環境に配慮したライフスタイルや経済社会システムへ変えていかなければなりませ
ん。このためには、府民、事業者、民間団体そして行政などすべての主体が環境に配慮した行動を自主的積極
的に取り組むとともに、パートナーシップをもって取り組む必要があります。 

パートナーシップによる環境保全活動の促進 環境教育・環境学習の推進 

環境アセスメントの推進 

環境アセスメントの推進 

調査研究の推進 

 
 
○環境情報交流のための施設整備 
　環境に関する情報提供をはじめ、府民、環境Ｎ
ＰＯなどの環境活動を支援するための施設として、
環境農林水産総合研究所内に「環境情報プラザ」（情
報コーナー・研修室・小会議室・環境実験室）を
整備し、環境関連図書・ビデオなどの貸出しや会議・
セミナー・環境教室などの活動の場として広く府
民に提供しています。 
　また、ＮＰＯ・自治体・企業などの団体が環境
活動に関する協働・連携を図る場として設立した「大
阪環境パートナーシップネットワーク『かけはし』」
の情報ページを環境情報
プラザのホームページ内
に開設し、各団体の情報
交流や協働などに活用し
ていただいています。 
URL：http://www.epcc.pref.osaka.jp/center/plaza/kakehashi/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「環境情報プラザ」での環境教室 

 
 
 
　規模が大きく、環境影響の程度が著しいものと
なるおそれがある事業について、事業者において
適正な環境配慮がなされるよう、環境影響評価法
及び大阪府環境影響評価条例に基づき、住民、市
町村長、学識経験者の意見を聴き、必要な指導や
助言を行っています。 
 
 

 
 
○学校などにおける環境教育の取組みの推進 
　大阪府環境教育等推進方針に基づき、学校など
の様々な場における環境教育を進めるため、市町
村やＮＰＯなどと連携しながら事業を実施してい
ます。 
・大阪湾の自然環境フィールドを活用したウミホタ
ルの夜間観察会など様々な体験型環境学習を実施 
・環境教育に関連する情報を分りやすく提供し、環
境教育の取り組みを支援するため、環境教育関連
ポータルサイトの基本設計を実施 
○体験型環境学習のフィールドづくり 
　「自然環境学習」と「人と自然との共生」をテー
マに、里山での生活体験や自然体験などを通じて、
自然に対する府民の認識や理解を深めるための拠
点的施設として、泉南市内に里山の自然学校「紀
泉わいわい村」を開設し、様々な体験プログラム
を提供しています。 
○木になる夢銀行推進事業 
　子どもたちが集めたドングリを預かり、通帳を
発行して、銀行で育てた苗木の払い戻しを行って
います。払い戻した苗木を、家庭や学校などで植
えてもらうほか、自然の大切さを学ぶ環境学習の
取り組みを行っています。平成１９年度は、約２,５００
冊の通帳を発行し、約５,０００本の苗木の払い戻しや
提供を行いました。 
○おおさか身近な生きもの調査 
　小学校の児童を主体にした環境学習として、自
然環境の指標となる身近な動植物等の生息状況調
査を実施します。調査結果及びその考察等は、小
学校等での事後の学習教材や府域の自然環境の“現
状”と“時系列変化”の把握のための資料として
役立てることができます。 
 
 
 
　環境農林水産総合研究所では、浮遊粒子状物質
の発生機構及び組成に関する研究や、スギの大気
浄化機能を活用したスギ木口の内装材の開発研究
などを行うとともに、大気汚染、酸性雨など環境
に関する測定や検査・分析、有害化学物質の分析
手法の開発などに取り組んでいます。 
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環境技術の普及支援 

府自らの環境配慮への取組 

・自らの行動スタイルを見つめなおしてみましょう。 
・買い物や外出は、自転車や公共交通機関を利用しま
しょう。 

・水を出しっぱなしにするのはやめましょう。 
・テレビやあかりなどのつけっぱなしはやめましょう。 
・エコマーク商品や省エネ型商品などグリーン商品を
選びましょう。 

・冷房温度は２８度、暖房温度は２０度を目安にしましょう。 
・環境保全活動に参加してみましょう。 

グリーン調達（購入） 
　商品やサービスを購入する際に、価格・機能・
品質などだけでなく「環境」の視点を重視し、
環境への負荷ができるだけ少ないものを選ん
で優先的に調達（購入）することです。 

＜環境関係ホームページの紹介＞ 
◆エコギャラリー ～おおさかの環境～ 

◆大阪府エコデザイン研究会 

◆かんきょう交流ルーム 

◆大阪府ＥＭＳポータル 

http://www.epcc.pref.osaka.jp/ http://www.epcc.pref.osaka.jp/fumin/

http://www.pref.osaka.jp/oidc/ie/society/ http://www.epcc.pref.osaka.jp/ems/ 

　大阪府の環境に関する情報発信の窓口となるホームページで、
イベント情報や各種の行政情報のほか、大気環境の状況や光
化学スモッグ注意報などの発令状況に関する情報をリアルタ
イムで提供し、メールマガジンで配信しています。また、河
川など水質調査結果をデータベース化して公開しています。 

　大阪府の環境について、いつでも自由に意見交換や情報交
流をしていただくためのホームページです。情報の提供や意
見の書き込みには会員登録（無料）が必要です。 
現在会員募集中！（ホームページ画面から申し込めます） 

　大阪府産業デザインセンターが行う、環境に配慮した商品
や仕組づくりを支援するための研究会です。研究会では、環
境配慮技術やエコデザインについての見識を深め、企業とデ
ザイナーとのマッチングを図りながら、新たなエコ商品の開
発を目指します。 

　環境マネジメントシステムに関する様々な情報を体系的に
整理し、分かりやすく解説しています。家庭から出ている
ＣＯ２の量が分かるソフト「おんたま君」など、家庭でできる
ＥＭＳのコーナーもあります。 

おおさかエコテック 
ロゴマーク 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

環境農林水産総合研究所での検査・分析 

 
 
 
　大阪が抱える環境問題の克服に役立つ技術を中心
に、府の関係機関などと連携して、研究開発の奨励、
技術情報の提供、府内中小企業等が
開発した環境技術の評価・普及など、
環境技術の普及に関する支援に取り
組んでいます。 
 
 
 
 
　大阪府自らも事業者、消費者の立場であることか
ら率先して環境配慮の取り組みを進めていきます。 
○「府庁エコアクションプラン」の推進 
　「大阪２１世紀の環境総合計画」を踏まえ、府職員
が率先して取組む行動計画として、「大阪府庁エコ
アクションプラン－地球温暖化対策大阪府庁実行計
画－」に基づき、省エネルギーや省資源の取組みを
推進するなど、環境配慮の徹底に努めています。 

○ＩＳＯ１４００１の取り組みの推進 
　平成１１年２月に府庁本庁舎、同年８月に村野浄水
場、平成１４年２月に環境情報センター（現 環境農
林水産総合研究所）、さらに平成１６年１１月には産業
技術総合研究所において、環境管理の国際規格であ
る「ＩＳＯ１４００１」の認証を取得し、自らの事務事
業活動に伴う環境負荷の低減に努めています。 
　平成１７年度から順次、各出先機関に認証範囲を拡
大し、平成１９年度に全庁取得（警察本部、府立学校
などを除く）を達成しました。 
○大阪府グリーン調達方針の推進 
　環境負荷の低減に資する物品の調達に関する方針
を作成し、大阪府におけるグリーン購入の推進を図
っています。平成２０年度は、紙類、文具類、家電製
品、公共工事などの１９分野について数値目標を定め、
グリーン購入に努めています。 

－14－
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皆さんは「みどり」と言えばどのようなものを思

い浮かべるでしょうか。

「みどり」という言葉は緑色の草木や樹木などの

植物を表すときに使いますが、もっと広い意味で、

周辺山系の森林、都市の樹林・樹木・草花、公園、

農地及びこれらと一体となった水辺・オープンスペ

ースなどを表すときにも使われます。

これらのみどりは、古くから人の暮らしと密接な

関わりを持ってきました。それでは、「大阪のみどり」

が私たちの暮らしとどのように関わってきたか見て

いきましょう。

■みどりと人の暮らしの関わり

１）木材と人の暮らし

日本では縄文時代から現代に至るまで、暮らしの

中で木材を活用する「木の文化」を育んできました。

住居や宮殿、寺院、お城などの建造物や橋などの街

づくりの資材、机や椅子、タンスなどの家財道具な

どとして適材適所に木材を使用してきました。

大阪でも四天王寺（５９３年建立）、大阪天満宮

（９４９年創建）、大阪城（１５８３年築城開始）など、多く

の歴史的な建造物に木材を使用してきました※１,２,３。

ここでは人が古くから木材を使用してきた例として、

【難波宮
なにわのみや

】と【狭山池の木
もく

樋
ひ

】を紹介します。

【難波宮】※４,５

現在の大阪市中央区法円坂を中心とする一帯に、

７世紀中ごろに造営された壮大な宮殿跡「難波宮」

があります。

当時この辺りは、外交の窓口として重要な港

「難波津
な に わ づ

」として栄えていました。６４５年の大化の改

新後に孝徳天皇が即位して、飛鳥から難波への遷都

を決め、その後６５０年に「難波宮」の造営が開始、

６５２年に完成したとされています。

難波宮の建物は、地面に穴を掘って柱を立てる

掘立柱
ほったてばしら

形式で建てられ、屋根は瓦を用いずに板葺き

や檜皮葺
ひ わ だ ぶ

きなどを主体とした日本古来の建築様式で

造られた木造建築物です。

【狭山池の木樋】※６

大阪狭山市にある狭山池は、飛鳥時代の６１６年ごろ

につくられた日本最古のダム形式のため池で、行基

などの歴史上有名な人たちにより古くから改修が行

われてきました。

狭山池は灌漑用のため池であり、水を必要なとき

に必要な量だけ抜くことができる「樋
ひ

」や、堤が地

すべりで崩れるのを防ぐ護岸用の枠組みなどに木材

が使われていたことが分かっています。

写真１　難波宮の復元模型

写真２　飛鳥時代の東樋
ひがしひ

（大阪府指定文化財）

大阪には「木材」にちなんだ名のついた町がいく

つかあります。

例えば、大阪市中央区の松屋町筋と中央大通りの

交差点の少し南の「材木町」。この地名は、大阪城を

築城した豊臣秀吉の時代に、現在の東横堀川から材

木を荷揚げする場所があり、多くの材木屋があった

ことに由来すると言われています。

その他にも、堺市には戦国期から材木商が集住し

ていたことに由来する「材木町」、岸和田市には木材

港区域となったことから名付けられた「木材町」が

あります。
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２）森林と人の暮らし

明治から昭和初期のころ、人口の急増に伴い生活

用や製鉄・製銅用の燃料として薪炭を得るために森

林が過剰に利用されたことや、戦中戦後に大量の資

材を得るために森林の乱伐が行われたことにより、

日本のいたるところではげ山が広がっていた時期が

ありました。大阪でも草木がなく地肌が露出した山

が広がっていましたが、昭和２０年代後半から、多く

の人の手によって植林作業が進められた結果、みど

りが蘇りました。

大阪の今日のみどりあふれる山は、こうして人の

手によって植栽されたものがほとんどです。

３）里山と人の暮らし

高度経済成長期を迎える昭和３０年代まで、人は今

よりもずっと里山を利用して生活していました。落

葉や落枝を拾い柴を刈って肥料としたり、キノコを

採取したり、薪や炭などの燃料を得るために木材を

利用したりしていました。

大阪は三方を北摂山地、金剛・生駒山地、和泉山

脈に囲まれており、山地の麓
ふもと

の丘陵地には多くの集

落があり、たくさんの人が雑木林を生産の場として

利用しながら暮らしていました。北摂の里山などで

は台場くぬぎ※が多く見られ、人が里山を利用してき

た軌跡がうかがえます。

しかし、高度経済成長期に入り、電気やガス、石

油が使用されるようになると、それまで各家庭で燃

料として使用されていた薪や炭が使用されなくなり、

その結果、里山が利用されず放置されるようになり

ました。

写真３　戦後すぐの泉南地域のはげ山

くぬぎの木を①地上から１ｍく

らいのところで伐採②切り口から

芽（ひこばえ）が出る③１０年程度

で炭焼きに良い大きさに成長④成

長した部分を伐採。台場くぬぎは

これらを繰り返すことで巨大な幹

を持つ独特の形状になったもので、

里山のシンボル的な存在です。

写真４　台場くぬぎ
（豊能町）

 

伐採 

伐採 

木炭 

木炭 

ひこばえ 

10年ぐらいたつと 

① 

② 
③ 

④ 

図１　台場くぬぎのでき方

展示解説「ネイチャースクエア大阪の自然誌」

（大阪市立自然史博物館）より

「池田
いけ だ

炭
ずみ

」は、能勢町や豊能町といった北摂地域

で生産され、北摂の商業の中心地であった池田に集

められ、全国へ出荷されました。切り口が菊の花の

ように美しいことから「菊炭
きくずみ

」とも呼ばれています。

菊炭は、材料にくぬぎを用いた火つきが良く火力

も強い炭で、香りがよく、燃えた後も形が崩れず真

っ白な灰が残るため、室町時代、茶の湯に最高の炭

とされていました。古くから千利休をはじめ著名な

茶人に愛用され、豊臣秀吉が催した茶会にも用いら

れました。

しかし、菊炭の生産量は大幅に減少し、現在、大

阪ではわずか２人の炭焼き職人が昔ながらの炭窯で

生産を続けています。

炭は消臭や除湿、空気浄化などの効果も持ち、最

近では炭を使ったインテリア製品も注目されていま

す。国内産の炭を使用することで里山保全にもつな

がりますので皆さんも菊炭を使ってみてはいかがで

しょうか。

写真５　菊炭（左）と菊炭を使ったインテリア製品（右）

（能勢さとやま創造館（能勢町））
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４）都市部のみどりと人の暮らし

現在の都市部に見られるみどりとして公園や社寺

林、古墳などがあります。

大阪の都市部には、万博記念公園、服部緑地、鶴

見緑地、大阪城公園、大泉緑地、長居公園などとい

ったみどり豊かな都市公園があり、たくさんの人に

利用されています。

また、社寺林や古墳の多くは史跡や文化財として

保護され、比較的人の手が加わらずに昔のままの状

態でみどりが残されています。社寺林の境内や裏山

の木々は神域や御神木として大切にされ、大きな木

が切られずに残っています。古墳の多くは堀で囲ま

れ人の立ち入りが制限されることにより、他では見

られない生きもののすみかになるなど、人が住み着

く前のみどりの様子を知る手がかりを与えてくれま

す。

これらの都市部のみどりは私たちに癒しや安らぎ

を与えてくれるほか、ヒートアイランド現象が緩和

されるなど、人の暮らしを快適にしてくれています。

このように、私たちは、みどりから様々なものを

与えられ、みどりと共に暮らしてきました。

また、みどりは人や時代、地域によっても捉えら

れ方が違っているため、人の暮らしによって時には

過剰に利用され、時には放置されるなど、時代によ

ってみどりの状況は変化してきました。最近は普段

の生活の中でみどりに触れる機会が減っており、「み

どりの恩恵」を感じる機会が少なくなっています。

では、現在の大阪に住む私たちにとって、「みどり」

とは一体どのようなものなのでしょうか。また、「大

阪のみどり」を保全し、創出していくために、私た

ちは「大阪のみどり」とどのように関わって暮らし

ていけばよいのでしょうか。

まずはみどりの持つはたらきから見ていきましょ

う。
写真６　仁徳陵古墳

１９７０年に開催された日本万国博覧会。博覧会終了後、林

立していたパビリオンが取り壊され、その広大な跡地に、

様々な動物や植物が共存する安定した森「自立した森」の

再生を目指し、１９７２年から植栽が始められました。

日本万国博覧会は人類の進歩と調和をテーマに開催さ

れ、６,４００万人もの人が訪れました。その跡地が、現在で

は、立派な森を有する公園として生まれ変わり、人間の活

動と自然環境との共存の場として多くの人に利用されてい

ます。

しかし、自然の森の再生は現在も実験途上にあり、今後

どの程度、どのような形で人の手を加えれば、本来の「自

立した森」を実現できるのか調査や研究が行われています。

このような規模で都市部における人工地盤に「自立した

森」を再生させる取り組みは、国内外でも例がなく、樹木

の生長とともに長い時間をかけて慎重に取り組まれていま

す。

写真７　万博公園（吹田市）

（左上：１９７０年博覧会開催当時、

右上：１９７１年博覧会終了後、下：２００６年現在）

【（独）日本万国博覧会記念機構提供】
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「みどり」は多面的なはたらきを持っています。

個々のみどりを適正に管理し活用することで、みど

りの持つ機能が相乗的に働き、私たちの暮らしを支

えてくれています。

■みどりの多面的なはたらき※１２

みどりには、薪や炭といった燃料、材木、穀物や

野菜といった食べ物などを私たちに与えてくれるほ

か、生きものの多様性を守る機能、災害を防止する

機能など様々なはたらきがあります。

また、最近は、地球温暖化やヒートアイランド現

象といった環境問題の観点から、地球環境を守る機

能や快適な生活環境を守る機能といったみどりのは

たらきがクローズアップされています。さらに、暮

らしを豊かにする文化的な機能や保健・レクリエー

ション機能、様々な活動を活発化させる機能など、

みどりに期待されるはたらきは多岐にわたります。

ここで、これらのみどりの主な機能を順に紹介し

ていきましょう。

１）生きものの多様性を守る機能

生きものは長い歴史を経て、環境に適応して進化

してきました。結果として、現在の地球には数千万

種とも推定される生きものが存在しています。大阪

に限っても、１万種を軽く超える生きものがいると

考えられています。※１３生きものは個々に生存してい

るわけではなくて、いろいろな種類の生きものが大

気、水、土壌などからなる生態系のもとで、お互い

に複雑につながりあって生きています。みどりは生

きものの「環」の中で重要な役割を果たしており、

生態系はみどりの存在によって守られていると言え

ます。

また、地域の豊かな生態系を守るためには、生き

ものが生活する環境を確保することに加え、それぞ

れの拠点となる空間を孤立させないようにみどりの

「回廊」によってつながりを持たせることも大切です。

こうしたみどりのつながりのことを「エコロジカル

ネットワーク」と呼んでいます。都市のみどりを活

かしたきめ細かいエコロジカルネットワークを形成

していくことによって、生きものの多様性が守られ

るのです。

２）災害を防ぎ水源を守り育てる機能

森林は山が崩れるのを防ぎ、土石流などの災害を

防ぐ機能を持っています。森林は樹木や草、落葉や

落枝などによって地面が覆われているため、雨が降

っても土が流れにくくなっています。

また、森林の土壌にはいろいろなものが堆積しス

ポンジのようになっていて、雨水は裸地の約３倍の

速さで浸み込み、その後土壌中をゆっくりと流れて

河川に注ぎ込むため、洪水や渇水が和らげられます。

そのため、森林は「緑のダム」と呼ばれることもあ

り、都市の安全性を高めています。

さらに、みどりは、災害時における延焼を防止す

るほか、避難地・避難路などの避難空間や復興に向

けた活動の拠点となります。
図2 生態系とみどりの役割

図３　エコロジカルネットワークの概念

図４　植生による浸透のちがい
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また、森林はおいしい水を育む機能を持っていま

す。大阪にも古くから親しまれてきた湧き水の名所

があります。雨水が地中に浸み込む間に水の汚れが

取り除かれ、岩石の隙間を通ることによってミネラ

ルが溶けこみ、おいしい水が作られるのです。森林

が育んだ豊かな水は大阪湾の生きものにとっても大

切な恵みとなっています。

３）地球環境を守る機能

森林は主要な温室効果ガスである二酸化炭素を光

合成により吸収して固定してくれます。森林は地球

温暖化の防止に重要な役割を果たしているのです。

間伐など適正な管理を行うことによって、長期にわ

たって二酸化炭素を吸収し蓄えてくれる森林を維持

することができます。

府内の森林が適正に管理されていれば、府域の排

出量全体の約０.３%に相当する年間約１６万トンの二酸

化炭素を吸収すると推計されています。※１４

４）快適な生活環境を守る機能

都市部においては、ヒートアイランド現象も問題

となっています。最近は熱帯夜が増えて寝苦しいと

感じることが多くなったのではないでしょうか。

ヒートアイランド現象のひとつの要因は、コンク

リートやアスファルトが熱を蓄えやすいことにあり

ます。地表面に木や草花があることによって、建物

や道路に熱が蓄えられるのを防ぐとともに、蒸散に

より気化熱を奪うため、気温が高くなるのを和らげ

てくれます。さらに、屋上や壁面の緑化により建物

が覆われると冷房が少なくてすみ、室外機からの排

熱が抑えられるという効果も期待できます。

また、都市部のみどりには、人間の生活や歴史・

文化と一体となって、美しく風格のある景観を形成

し、四季の変化を実感できる快適な生活環境を創出

したり、ちりやほこりなどを吸着して大気を浄化し

たりする効果もあります。みどりは私たちの快適な

暮らしを守るいろいろなはたらきを持っています。

５）暮らしを豊かにする機能

みどりは地域の風土を構成する大切な要素として、

芸術や信仰、祭礼などの伝統的行事、地域の文化に

写真８　離宮の水（水無瀬神宮（島本町））

【環境省選定名水百選】

写真9 優良緑化事例（日野病院）

【「おおさか優良緑化賞」平成２０年度大阪府知事賞】

図５　光合成のしくみ

図6 都市部のみどりの役割
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大きな影響を及ぼしてきました。

古来より、山や川、それらと一体になったみどり

は、降雨などの自然現象、狩猟や作物の豊穣を司る

信仰の対象として考えられ、その恵みに対する祈り

や感謝が表現されてきました。今も、住吉大社（大

阪市）の「御田植
お た う え

神事
しんじ

」（国指定重要無形民俗文化財）

や桜井神社（堺市）の「上神谷
に わ だ に

のこおどり」（国選択

無形民俗文化財）のように祭事として脈々と受け継

がれているものもあります。

また、みどりは都会で暮らす人にとって保健やレ

クリエーションといった役割が期待されています。

公園でジョギングをする人や、中高年をはじめ登山

やハイキングを楽しむ人が増えていますが、みどり

がレクリエーション資源として活かされているいい

例です。また、豊かなみどりと触れ合い、花を愛で、

土の匂いを嗅ぎ、鳥や虫の鳴き声を聞き、春や秋の

七草を楽しみ、五感を通じて癒されるなど生活に潤

いと安らぎ、活力をもたらす保養の効果もあるでし

ょう。「森林セラピー」という言葉が注目を集めてい

ますが、森林浴の健康増進効果を科学的に解明して、

心身の健康に活かそうという試みも進められていま

す。

６）様々な活動を活発化する機能

みどりには、野外活動を通じて子供の環境教育や

情操教育に役立ったり、公園での福祉活動への参加

を通じて癒しや安らぎが得られたりする効果があり

ます。

また、地域の固有のみどりと一体となった歴史、

文化資源を適切に保全、活用することにより、観光

振興や地域活性化などに役立っています。

さらに、みどりは商業施設の魅力を高めて集客効

果を上げたり、優れた景観を形成して周辺地域の資

産価値を高めるなどの経済効果も生みだしています。

このように、みどりをきっかけとして、商業・観

光、文化・交流、福祉、安心、教育などの様々な活

動が活発化するという効果が期待されます。

写真10 住吉大社の御田植神事

（大阪市住吉区）

写真11 上神谷のこおどり

（堺市）

写真12 バードウォッチングを楽しむ人（金剛山）

私たちは、身近なところから、日ごろ意識しない

ところまで、様々な生きものの恵みを受けて生活し

ています。例えば、様々な生きものがいることで、

いろんな料理が食べられますし、いろんな草花を見

てきれいだと思います。私たちが日ごろ何気なく吸

っている空気中の酸素でさえ、数十億年かけて様々

な植物が作ったものなのです。このように多種多様

な生きものがいるおかげで、私たちは、今、豊かな

生活ができるのです。

生態系というのは、様々な生きものやその集まり

が複雑に関わりあって構成されています。全ての生

きものはつながっているということを意識すること

はとても大切です。また、生態系を守るためには、

地球レベルで考えるだけでなく、私たちの地域、個

人レベルで考えることも重要です。個人でも、ゴミ

を持ち帰る、外来生物を野に放たない、生きものの

観察会や地域の保全活動に参加するなど、様々な取

り組みができます。

写真13 カタクリ 写真14 ブルーギル
（大和葛城山）

（左）名前のとおり片栗粉の本来の原料（今の片栗粉のほとん
どはジャガイモが原料）。ボランティアの保全活動によ
り守られています。

（右）法律により飼育などが禁止されている外来生物。在来魚
を捕食し、生態系のバランスを破壊する要因となります。
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それでは、実際に大阪のみどりの状況はどのよう

になっているのでしょうか。図７は、平成１４年に撮

影した空中写真をもとに府域の地表面のみどりの様

子を表したものです。

大阪の都市部は市街化が進んでいますが、よく見

るとみどりが所々に点在しています。一方、郊外に

はみどりが広がっていることが分かります。

大阪では都市部と郊外でみどりの状況が異なりま

す。ここでは都市部と郊外に分けてみどりの状況と

課題を見ていきましょう。

■「都市部」のみどり

都市部のみどりについて、府民はどのように感じ

ているのでしょうか。アンケート結果を見てみまし

ょう。

○大阪の都市のみどりの状況についてどのように感

じていますか。

大阪の都市にはみどりが「少ない」「ほとんどない」

と感じている人が７割を超えています。多くの人が、

都市部にみどりが少ないと感じていると言えるでし

ょう。

では、大阪の都市部のみどりの状況を詳しく見て

みましょう。図９は大阪市域のみどりの分布図の一

部を示したものです。

図７　大阪のみどりの分布図

図８　府民の大阪の都市のみどりの感じ方

御堂筋 
大阪城公園 

天王寺公園 四天王寺 
生国魂神社 

図９　大阪市域のみどりの分布図（一部）

00＿大阪の環境2008  09.3.17 00:31  ページ 21



－22－

大阪城公園や天王寺公園などの都市公園、御堂筋

の街路樹、天王寺区の四天王寺や生国魂神社をはじ

め、社寺の敷地内でみどりが多くみられます。都市

公園は計画的に造られたものですが、古い歴史を持

つものもあります。また、御堂筋は江戸中期に幅６

ｍだった道を広げたもので、昭和初期に完成しまし

た。いちょう並木はそのときに植えられたものです。

大阪の都市部のみどりは社寺も含め、昔からあった

みどりが今なお残っているものがあります。

次に、都市部の貴重なみどりのひとつである都市

公園の面積をみてみましょう。平成１８年度末の大阪

府の一人当たりの都市公園面積は５.１ｍ２/人で全国平

均の９.３ｍ２/人よりも低くなっています。図１０は全国

の都道府県（政令市を除く）と政令市をそれぞれ比

較したもので、大阪府（政令市を除く）は５.６ｍ２/人、

大阪市は３.５ｍ２/人、堺市は８.１ｍ２/人となっていま

す。

次に、都市部がどれだけ樹林や樹木で被われてい

るかを示す緑被率を見てみましょう。図１１は大阪府

の市街化区域における緑被率の推移を示したもので

す。都市部のみどりはその多くが都市開発により失

われました。しかし近年は、都市公園や道路の街路

樹、河川敷の整備、施設の敷地内緑化、そして個人

や地域での緑化活動などにより、都市部の緑被率は

増加しています。

都市部でみどりを増やすためには、まず、行政や

企業、そこに住む地域住民の方が互いに協力しなが

ら、これまで増やしてきたみどりを維持していくこ

とが必要です。

また、大阪の都市部では、臨海部、大阪中央環状

線、主要河川（猪名川、淀川、大和川、石川）、大規

模公園などの骨格となるようなみどりを充実させ、

さらにその周辺へとみどりの広がりや厚みを持たせ

ることが重要です。また、市街地における道路や中

小河川、公園、学校、病院などのみどりを充実させ、

それらを多くの人が暮らしの中のみどりと結びつけ、

きめ細やかな広がりのあるみどりをつくっていくこ

とも重要です。

都市部の限られた空間にみどりを増やしていくた

めに、建物の敷地内だけでなく屋上や壁面などを緑

化する技術も発達してきました。このような技術を

積極的に活用することで、より効果的にみどりあふ

れる都市を演出することができます。

■「郊外」のみどり

大阪の都市部から郊外を眺めると、山々を見渡す

ことができます。みどりの分布図からもわかるよう

に、大阪の森林は大阪平野を取り囲むような形で位

置しています。

都道府県（政令市を除く）

図11 大阪府の市街化区域における緑被率の推移

政令市および東京特別区

図10 全国と比較した一人当たりの都市公園の面積

（平成１８年度末現在）
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大阪の森林面積は約５６,５００ｈａで、そのうち、スギ

やヒノキなどの人工林は約２７,０００ｈａあります。大阪

の人工林率は４９％で全国平均の４１％より高くなって

います。人工林率が高いのは、３００年の伝統がある河

内林業地帯を含む、南河内・泉州地域です。これら

の地域は大阪の森林面積の５割以上を占めています。
（注）ｈａ:ヘクタール １ｈａは１００ｍ×１００ｍ

また、大阪の森林率は約３０％で世界の森林率※１５と

同程度ですが、日本の森林率６７％と比較すると低く

なっています。

都市化の進んだ大阪で森林の面積を大幅に増やす

ことは難しいことから、今あるみどりを守っていく

ことが大切です。この貴重なみどりを守るために、

大阪では国定公園、府立自然公園や自然環境保全地

域、緑地環境保全地域が指定されています。ここで

は大阪のみどりを守りながら親しんでもらえるよう

にハイキングコースなどがつくられています。

また、みどりの大部分を占める森林は、これまで

木材を利用するために維持管理されてきました。し

かし近年は海外から安い木材が輸入され、大阪産の

木材があまり利用されなくなりました。その結果、

木を育てるための間伐や枝打ち、下草刈りなどの必

要な手入れがされず、荒れた山が増えているという

問題があります。

以上、大阪のみどりを「都市部のみどり」と「郊

外のみどり」に分けて見てきましたが、このような

大阪のみどりの特徴とはたらきを考えると、大阪の

みどりづくりでは、厚みと広がりをもったみどりの

ネットワークをつくることや、市街地においてきめ

細やかなみどりづくりをすること、そして多様な主

体や活動と連携してみどりづくりを進めることが必

要です。

みどりをつないでいくことによって、エコロジカ

ルネットワークが形成され、生きものが移動しやす

く、また多様な生きものが住みやすくなりみどりの

質を高めることにもなります。身近なみどりを増や

して、いろんな生きものにとって快適な大阪にして

いきたいですね。

図12 大阪の森林面積（平成１９年度）

写真15 自然公園（ほしだ園地（交野市））

写真16 間伐されず日の当たらない森

（ポンポン山（高槻市））

図13 地域別森林面積（平成１９年度）
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これまで見てきたとおり、様々な機能をもつみど

りに対し、大阪ではみどりの保全と創造が大きな課

題として挙げられます。

この課題を解決するため、多くの人がみどりを豊

かにしようと努力しています。ここではその活動に

ついていくつか紹介します。

（１）都市部におけるみどりの確保

■屋上緑化・壁面緑化

建物が密集する都市部で、緑化できる場所として

期待されるのが建物の屋上や壁面です。最近では、

軽量土壌などの資材や工法の開発など、緑化技術の

進歩により、これまで困難だった場所で屋上壁面な

どの緑化が可能となり、府内でもビルやマンション

などで、様々な屋上緑化や壁面緑化の事例が見られ

るようになってきました。

最近では身近な壁面緑化として、各家庭で「みど

りのカーテン」が行われるようになっています。「み

どりのカーテン」とは、ゴーヤやヘチマ、あさがお

などのつる性植物で建物の壁面などを覆ってしまう

ものです。夏場の暑い日差しを和らげ、室内の温度

を下げるだけでなく、植物を育てる楽しさ、実を収

穫し味わう喜びを感じることもできます。

■校庭の芝生化

校庭を芝生化することによって、子どもたちは直

写真18 屋上緑化
㈱竹中工務店大阪本社ビル

（大阪市中央区）

写真19 壁面緑化
オーガニックビル

（大阪市中央区）

写真20 みどりのカーテン（堺市立神石小学校）

割り箸は江戸時代に日本で発達し、形質の悪い木

や加工過程で出る端材などを原料として生産されて

きました。今でも建築材の生産過程で出る端材など

から作られており、「もったいない」文化の賜物と言

えます。

しかし、外食産業の発達などにより割り箸需要が

高くなると、安く大量に生産するため、外国の一部

の地域で割り箸生産のための無秩序な森林伐採が行

われるなど、『割り箸の利用は森林破壊の一因』とい

う印象を与えることとなりました。

外国産に押されて生産量が減少していた国産割り

箸ですが、最近、環境にやさしい国産割り箸の利用

を進めていこうという取組みが活発化してきました。

国産割り箸を使うことは、輸送にかかる二酸化炭

素の排出量を減らすことができますし、地産地消に

より地元の林業を活性化させ、日本の森林を元気に

していくことにもつながると期待されています。

外国での無秩序な森林伐採を防ぐために、国産材

の割り箸を使ってみてはいかがでしょうか。

写真17 国産の割り箸
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接みどりに触れて遊ぶことができます。近年、家の

中でゲームやパソコンで遊ぶ子どもが増えています

が、校庭を芝生化することで、グラウンドで寝転ん

だり、駆け回ったりと、積極的に屋外で遊ぶように

なることが分かっています※１６。また、校庭の芝生化

には、砂ぼこりが舞い上がらない、涼しくなる、け

がをしにくいなど、多くのメリットが挙げられます。

芝生の維持管理には手間がかかりますが、地域住

民をはじめとする多くの人の協力を得ることで、地

域の輪やつながりが今まで以上に深くなると考えら

れます。

■企業協働による公園づくり

都市公園は、都市部での身近なみどりであり、環

境学習や憩い、やすらぎの場として、みどりと触れ

合うことができます。

現在、１９番目の府営公園の整備が、企業グループ

からの支援を受けながら、「府民と育てる緑地づくり」

として進められています。

■地域住民と連携した都市の緑化

ＮＰＯや企業、行政など、多くの人が連携してみど

りづくりを行う取組みとして、アドプト・プログラ

ムがあります。アドプト・プログラムとは、アメリ

カで高速道路の清掃活動として始まり、現在では

様々な団体が協力しあいながら、継続的に清掃や緑

化を行う活動のことをいいます※１７。大阪でも、人や

自然にやさしい「みち」や「かわ」をつくるため、

「アドプト・ロード・プログラム」や「アドプト・リ

バー・プログラム」が行われています。

「アドプト・ロード・プログラム」では、みどり

あふれる快適で安全なにぎわいのある交流の場をつ

くるため、府民や企業による道路の清掃や緑化活動、

花植えなどが行われています※１８。また、「アドプト・

リバー・プログラム」では、親しめる水辺、学べる

水辺、安全できれいな水辺など、地域に愛される水

辺の空間をつくるため、府民や企業による河川の清

掃や花植えなどの取り組みが行われています※１９。

さらに、小中学校や地域、行政が連携してみどり豊

かなまちづくりに取り組んでいます。「みんなで育て

る花いっぱいプロジェクト」では、小中学校で子ど

もたちに花を育ててもらい、子どもたちが育てた花

の苗は、学校や道路などの緑化に活用されています。

（２）みどりの保全と創造

■アドプト・フォレスト※

大阪には管理が行き届かずに放置されたり、竹林

が広がるなど、荒れた森林が増えつつあります。

写真21 小学校校庭の芝生化（箕面市立豊川北小学校）
写真23 「アドプト・ロード・プログラム」の取組み

（喜志駅前（富田林市））

写真22 府営公園（服部緑地）

写真24 アドプト・リバー芥川の花植え活動

写真25 子どもたちによる花の移植作業（左）と緑化

後の道路（右）（国道１７０号（熊取町））
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岸和田市にある神於山
こうのやま

もその一つで、管理が不足

していたために竹林が拡大し、荒廃が進んでいまし

た。そこで、地元の人や農林水産業の関係者、ボラ

ンティア団体、行政などが、神於山の自然の保全に

取り組んできましたが、平成１８年４月に「アドプ

ト・フォレスト」第１号として、シャープ株式会社

が神於山の森林保全活動に加わり、ヤマザクラやク

ヌギ、コナラの苗木１,８００本を植樹しました。その後

もアドプト・フォレストに取り組む企業などはどん

どん増えています。

■共生の森

大阪湾にある堺第７－３区は、昭和４９年２月から

平成１６年３月まで３０年間に渡り大阪府内のごみを受

け入れてきた埋立処分場跡地です。

大阪府では、産業廃棄物の受け入れを終了した平

成１６年から、この埋立処分場跡地（約２８０ｈａ）のうち、

約１００ｈａの区域を「共生の森」として整備を進めてい

ます。「共生の森」では、府民やＮＰＯ、企業などが協

働して、森林・ビオトープといった自然とふれあう

場づくりなどを進めており、植林および草刈りイベ

ントの開催も定期的に行われています。これまでの

４年間で約３千人が参加し、約２万本の樹木の植栽

や、草刈りなどによる保育活動を実施しています。

■木になる夢銀行

大阪府では、府民参加によるみどりづくり活動の

輪を広げていくため、「木になる夢銀行」を開設して

います。

「木になる夢銀行」は、府民のみなさんが山や公

園などで集めたドングリを預かり、預かったドング

リを苗木にして払い戻すドングリの銀行です。

ドングリを「木になる夢銀行」の窓口に持ってき

てもらうと、「ドングリ通帳」を発行します。ドング

リ１個で「１ドングリ」、１００ドングリ集まれば１本

写真26 神於山の全貌（左）と保全活動の様子（右）

写真27 堺第７－３区における共生の森

写真28 共生の森での草刈りの様子

大阪では荒れた森林が増えつつある一方で、森を

守り、森で遊び、森に親しみたいと考える府民や企

業も増えており、より多くの府民やNPO、企業が参

加する森づくりが求められています。

そこで、大阪府が企業などと森林の持ち主の間に

入り、森林での間伐や植樹、草刈りなどの森づくり

の活動ができるよう支援する制度を「アドプト･フォ

レスト」といいます。

図14 アドプト・フォレストの流れ
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の苗木の払い戻しを受けることができます。

払い戻した苗木は、みなさんの家庭や地域で行わ

れるみどりづくりのために活用されています。
木になる夢銀行の受付窓口

ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｐｒｅｆ.ｏｓａｋａ.ｊｐ/ｍｉｄｏｒｉ/ｍｉｄｏｒｉ/ｄｏｎｎｇｕｒｉ/ａｃｏｒｎ%２０ｂａｎｋ.ｈｔｍｌ

■ボランティア活動によるみどりの保全

地域のみどりを守るため、ボランティアによる活

動が行われています。ここでは府の各地で保全活動

を展開する（財）大阪みどりのトラスト協会が取り

組む２つの事例をご紹介します※２０。
（財）大阪みどりのトラスト協会 ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｏｇｔｒｕｓｔ.ｊｐ/

【蕎
そ

原
ぶら

の森】

貝塚市蕎原は、和泉葛城山の麓にある雑木林とス

ギ・ヒノキの人工林が混在する１１.９ｈａの森林です。

平成１０年９月の台風２３号により被害を受け、また、

森林が放置されることによって荒廃が進んでいます。

しかし、今では、多くのボランティアの参加により、

風で倒れた木の整理、植栽、下草刈りなどの作業が

行われています。参加者には、近くの温泉施設の

「ほの字の里」で買い物や入浴ができるエコマネーが

もらえる特典があります。

【三草山ゼフィルスの森】

能勢町南部で兵庫県猪名川町との境にある三草山

は、ナラガシワを主体とした落葉広葉樹が広がって

います。この地域は、「ゼフィルス」というミドリシ

ジミ類のチョウが生息し、「三草山ゼフィルスの森」

と呼ばれています。中でも「ヒロオビミドリシジミ」

にとっては府内唯一の生息地となっています。「ヒロ

オビミドリシジミ」の幼虫はナラガシワの葉しか食

べないため、ナラガシワ林を適切に管理する必要が

あり、その保育や下草刈りなどがボランティアによ

って行われています。

写真29 木になる夢銀行グッズ

写真31 蕎原の森の台風により倒れた倒木

写真32 三草山におけるナラガシワの種子採取の様子

写真30 １千万本の木を植える運動

（高槻市番田水路沿い）

１千万本の木を植える運動は、府民１人ひとりが、

将来の大阪をみどり豊かにするために、いろいろな

機会に、いろいろな場所で、木を植え育てようとす

る運動です。「なぜ１千万本なのか？」と思われるか

もしれませんが、この数字は大阪府民883万2764人

（平成20年7月1日現在）が一人一本ずつ植樹してほ

しいという思いから１千万本を目標としています。

大阪府では、地域でみどりの街づくりを行う場合

には、府が育苗した緑化苗木を配付したり、「木にな

る夢銀行」で育てたドングリの苗木を渡したりして

います。

この運動の主役はみなさんです。府内各地で幅広

く木を植えることによって、都市部から森林に至る

大阪のみどりが増え、快適な環境と豊かなみどりを

子どもたちに残すことができるでしょう。みなさん

の手で、未来のみどりをつくってみませんか。

木になる夢銀行マスコット

「ドングリリン」
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これまで見てきたように、みどりを豊かにしよう

と様々な取り組みがたくさんの場所で行われていま

す。でも、中には、何から取り組んだらいいか分か

らない方もいるでしょう。そんな皆さんには、簡単

にできる取り組みとして、みどりと触れ合い、みど

りを感じることをぜひお勧めします。

まずは、家の近くで公園や街路樹のみどりに触れ

てみてはいかがでしょうか。広い道路には、たいて

い街路樹が植えられていますし、大阪にはみどり豊

かな府営公園が１８ヶ所あります。普段何気なく見過

ごしている街路樹の前で一度立ち止まって、木の幹

や葉、花や実を観察してみるのもよいでしょう。公

園の緑化活動やみどりと触れ合うイベントなどに参

加してみるのもよいでしょう。ほんの少しの意識と

行動で、たくさんのみどりと触れ合うことができま

す。

また、少し足を延ばして、大阪の市街地から離れ

た山のみどりに触れてみるのはいかがでしょうか。

大阪の北部には、古くから府民に親しまれている明

治の森箕面国定公園と、平成１３年に指定された北摂

自然公園があります。また、東・南部には、金剛生

駒紀泉国定公園があり、今年でちょうど指定５０周年

を迎えました。これらの地域は、国定公園区域や府

立自然公園区域として、より多くの人に利用しても

らうための整備が行われており、四季折々の美しい

姿を見せてくれます。

これらのみどりは、私たちの心を癒し、日常生活

から一歩離れてみどりと私たちの関係について改め

て考えさせてくれることでしょう。

みどりと触れあい、感じ、考え、そして行動する。

今あるみどりを大切にし、新しいみどりを増やして

いけば、みどりあふれる大阪も遠い未来ではありま

せん。みどりと私たちの暮らしの未来の姿を思い浮

かべてみて、これから自分が大阪のみどりとどう関

わって暮らしていきたいか、自分に何ができるのか

じっくりと考えてみませんか。そして、行動してみ

ませんか。

写真33 ゼフィルス（ヒロオビミドリシジミ）

農地を中心に、ため池や農業用水路など農業関連

施設が一体となった地域のことを「農空間」といい

ます。大阪の農空間には、14 ,400haの農地、

11,000カ所のため池、1,500kmにも及ぶ農業用水路

が存在します。

農空間は、食料を生産する場所であると同時に、

森林と同じような多面的な機能を持つ、身近なみど

りの空間でもあります。しかし、都市化や農業の担

い手不足などのため、農空間は減少し、遊休農地

（耕作されなくなった農地）が増加しつつあります。

こうした中、農家だけでなく地域住民や企業等が

一緒になって農空間を守り活かそうとする取組みが、

府内各地で行われています。例えば、ボランティア

による棚田保全、地域住民との協働による水生植物

の植栽などため池や水路の水辺環境づくり、企業な

ども参加して遊休農地で菜の花を育て採れた菜種か

ら作ったバイオ燃料で自動車を走らせる取組みなど

など。

皆さんの地域の農空間、もう一度見つめ直してみ

てはいかがでしょうか。

写真34 日本の棚田百選「長谷の棚田」（能勢町）

写真35 遊休農地を菜の花畑に（富田林市）
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図15 大阪の自然公園施設と府営公園の位置図

箕面政の茶屋園地
もみじ広場

服部緑地
谷あいの原っぱ

むろいけ園地
ボードウォーク

大泉緑地
ふれあいの庭

浜寺公園
ばら庭園

二上山

蜻蛉池公園
トンボの遊具

岩湧山 ほりご園地
紀泉わいわい村

写真36 大阪の自然公園と府営公園
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大阪府では、１１月を山に関する２つの月間として様々な取り組みを行っ

ています。

■山地美化キャンペーン月間

自然公園などの利用者に山地美化意識を普及するために、ごみ持ち帰り

の呼びかけ、一斉清掃、クリーンハイキングなどのキャンペーン事業を行

います。

■おおさか「山の日」・山に親しむ推進月間

森林は、水源のかん養、地球温暖化の防止など多様な機能を有していま

すが、近年管理が行き届かない森林が増加し、その機能が低下しつつあり

ます。

一方、これらの森林を市民共有の財産として守り育てるため、下草刈り

や間伐など、ボランティア団体やＮＰＯなどによる森づくり活動が各地で行

われるようになり、その活動は年々活発化しています。

このような中、大阪府では平成１７年に毎年１１月を『山に親しむ推進月間』、

同月第２土曜日を『おおさか「山の日」』と定め、府民協働による森づく

り運動を積極的に展開しています。今後も関係団体の幅広い参加により、

参加体験型イベントが府内各地の森林で開催される予定です。みなさんも

是非、ご参加ください。

図16 おおさか山の日シンボルマーク（上）

と山に親しむ推進月間ロゴマーク（下）
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　府民の皆様に親しみをもっていただき、
環境にやさしい身近な行動である“エ
コアクション”を実践する契機をつく
るためのマスコットキャラクターです。
エコアクションの輪を広げるため、府
内各所で活動を始めました。 

このパンフレットは３，０００部作成し、一部あたりの単価は103円です。 

エコアクションキャラクター 
「モットちゃん」と「キットちゃん」 
 

毎月１６日は「ストップ地球温暖化デー」です。 

みんないっしょに！ 
もっと考えたり、行動したりすればきっとすばらしい未来が待っているよ。 

 

モットちゃん（左）は「もっとみ
んなで」「もっとこうしたら・・・
」など、いつも一つ上の視点
で環境問題をとらえ、アドバイ
スをくれる。行動力は誰にも
負けない元気なこいぬ。 

キットちゃん（右）は、みんなが力を
合わせればきっとすばらしい未来
が待っていると信じて日々環境活
動に取組むおさるさん。頭のはっ
ぱが風にゆれるといいアイディア
が浮かぶ。 
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